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社会福祉法人もみじ福祉会定款

第一章 総 則

（目的）
第１条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して
総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地
域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

（１）第二種社会福祉事業
（ア）障害福祉サービス事業の経営
（イ）福祉ホームの経営
（ウ）特定相談支援事業の経営
（エ）一般相談支援事業の経営
（オ）障害児相談支援事業の経営
（カ）移動支援事業の経営

（名称）
第２条 この法人は、社会福祉法人もみじ福祉会という。

（経営の原則等）
第３条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に 行う
ため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並 びに事業経
営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

（事務所の所在地）
第４条 この法人の事務所を広島県広島市中区吉島西二丁目 1 番２４号に置く。

第二章 評議員

（評議員の定数）
第５条 この法人に評議員８名以上１１名以内を置く。

（評議員の選任及び解任）
第６条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委 員会
において行う。
２ 評議員選任・解任委員会は、監事１名、事務局員１名、外部委員１名の合計３名で構成する。
３ 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての 細則
は、理事会において定める。
４ 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断 した
理由を委員に説明しなければならない。
５ 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、 外部
委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。

（評議員の資格）
第７条 社会福祉法第４０条第４項及び第５項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、 評議
員のいずれか１人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第２５条の １７第６項第
１号に規程するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の３分の １を超えて含まれるこ
とになってはならない。

（評議員の任期）
第８条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員 会の
終結の時までとし、再任を妨げない。
２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期 の満
了する時までとする。
３ 評議員は、第５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

（評議員の報酬等）
第９条 評議員に対して、各年度の総額が 150 万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める 報酬
等の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第三章 評議員会

（構成）
第 10 条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
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（権限）
第 11 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認
(5) 事業計画及び収支予算
(6) 臨機の措置（予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄）
(7) 公益事業に関する重要な事項
(8) 定款の変更
(9) 残余財産の処分
(10) 基本財産の処分
(11) 社会福祉充実計画の承認
(12) 解散
(13) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開催）
第 12 条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後３ヶ月以内に１回開催するほか、毎会 計年度
開始の前日までに１回、及び必要がある場合に開催する。

（招集）
第 13 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集す る。
２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集 を請
求することができる。

（決議）
第 14 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が 出席
し、その過半数をもって行う。
２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議 員の
３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を行わなけれ ばな
らない。理事又は監事の候補者の合計数が第 16 条に定める定数を上回る場合には、過半数の 賛成を得た候
補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わることができるも のに
限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議が あったものと
みなす。

（議事録）
第 15 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
２ 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人２名は、前項の議事録に記名 押印
する。

第四章 役員及び職員

（役員の定数）
第 16 条 この法人には、次の役員を置く。
（１）理事 ７名以上１０名以内
（２）監事 ２名
２ 理事のうち１名を理事長とする。
３ 理事長以外の理事のうち、２名を業務執行理事とする。

（役員の選任）
第 17 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
２ 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

（役員の資格）
第 18 条 社会福祉法第４４条第６項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいず れか１
人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の３分の１を超え て含まれるこ
とになってはならない。
２ 社会福祉法第４４条第 7 項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親 族その
他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。) 並びに、この法
人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係が ある者であってはなら
ない。
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（理事の職務及び権限）
第 19 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業 務執
行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
３ 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の 状況
を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）
第 20 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
２ 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の 調査
をすることができる。

（役員の任期）
第 21 条 理事又は監事の任期は、選任後２年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定 時評議
員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
２ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
３ 理事又は監事は、第 16 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任 した後
も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

（役員の解任）
第 22 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任すること がで
きる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

（役員の報酬等）
第 23 条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において 別に定
める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

（職員）
第 24 条 この法人に、職員を置く。
２ この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理事会にお いて、
選任及び解任する。
３ 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第五章 理事会

（構成）
第 25 条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

（権限）
第 26 条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理 事長
が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

（招集）
第 27 条 理事会は、理事長が招集する。
２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

（決議）
第 28 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、 その
過半数をもって行う。
２ 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の 全員が
書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べ たときを除く。）
は、理事会の決議があったものとみなす。

（議事録）
第 29 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第六章 資産及び会計

（資産の区分）
第 30 条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産、公益事業用財産の３種とする。
２ 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
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（１）建物
(ｱ)広島県広島市中区吉島西二丁目７０５番地７３所在の鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 第

一もみじ作業所、第二もみじ作業所

１棟１０９８．８９平方メートル（１階６４１．０９平方メートル、２階４５７．８０ 平

方メートル）

(ｲ)広島県広島市西区観音新町三丁目２７６０番地１１０所在の鉄筋コンクリート造陸屋根

四階建 夢トピア

１棟１４７４．１１平方メートル（１階４９０．２１平方メートル、２階５０５．４９ 平

方メートル、３階４２７．７２平方メートル、４階５０．６９平方メートル）

(ｳ)広島県広島市西区観音新町三丁目２７６０番地１１４所在の鉄骨造スレートぶき二階建

ドリームハウス

１棟５９４．５８平方メートル（１階２９４．９８平方メートル、２階２９９．６０平 方

メートル）

(ｴ)広島県広島市西区観音新町三丁目２７６０番地１１３所在の鉄骨造陸屋根三階建

第三もみじ作業所

１棟５３２．６７平方メートル（１階１７６．６３平方メートル、２階１７９．２４平 方

メートル、３階１７６．８０平方メートル）

(ｵ)広島県広島市中区吉島西二丁目７０５番地７６所在の鉄筋コンクリート造陸屋根三階建

ハッピーホーム

１棟９４１．２１平方メートル（１階３１６．２６平方メートル、２階３１６．９８

平方メートル、３階３０７．９７平方メートル）

（２）預金１００万円

３ その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
４ 公益事業用財産は、第 39 条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
５ 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第２項に掲げるため、必要な手続をとらな
ければならない。

（基本財産の処分）
第 31 条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の３分の２以上 の同意
及び評議員会の承認を得て、広島市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲 げる場合には、
広島市長の承認は必要としない。
一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備の ため
の資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する 融資をいう。
以下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場 合（協調融資に係る
担保に限る。）

（資産の管理）
第 32 条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
２ 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券 に換
えて、保管する。
３ 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、 株式
に換えて保管することができる。

（事業計画及び収支予算）
第 33 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理 事長が
作成し、理事総数(現在数)の３分の２以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならな い。これを変
更する場合も、同様とする。
２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲 覧に
供するものとする。

（事業報告及び決算）
第 34 条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、 監事
の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
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(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）
(5) 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書
(6) 財産目録

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、定時評 議員
会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受 けなければ
ならない。
３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、 定
款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類

（会計年度）
第 35 条 この法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終わる。

（会計処理の基準）
第 36 条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会にお
いて定める経理規程により処理する。

（臨機の措置）
第 37 条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとする ときは、
理事総数(現在数)の３分の２以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。

（保有する株式に係る議決権の行使）
第 38 条 この法人が保有する株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会にお いて理
事総数(現在数)の３分の２以上の承認を要する。

第七章 公益を目的とする事業

（種別）
第 39 条 この法人は、社会福祉法第２６条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自 立した
生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を 行う。
（１）訪問介護員養成研修の事業
（２）知的障害者生活自立訓練の事業
（３）特別支援学校放課後対策の事業及び障害児いきいき活動の事業（特別支援学校）

２ 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数(現在数)の３分の２以上の同意及び評議員 会の
承認を受けなければならない。

第八章 解散

（解散）
第 40 条 この法人は、社会福祉法第４６条第１項第１号及び第３号から第６号までの解散事由によ り解散
する。

（残余財産の帰属）
第 41 条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評議員会の決議 を得て、
社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出された ものに帰属する。

第九章 定款の変更

（定款の変更）
第 42 条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、広島市長の認可（社会福祉 法第４
５条の３６第２項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）を受けなけれ ばならない。
２ 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を広島市長に 届け
出なければならない。

第十章 公告の方法その他

（公告の方法）
第 43 条 この法人の公告は、社会福祉法人もみじ福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞
又は電子公告に掲載して行う。



- 6 -

（施行細則）
第 44 条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づ

き、役員の選任を行うものとする。

理事長 浜 崎 勝
理 事 田 村 和 之

理 事 中 沢 道 成

理 事 瀧 口 富 美 子

理 事 井 上 亮

理 事 草 羽 英 俊

理 事 松 尾 俊 英

理 事 坂 ち や 子

理 事 見 吉 道 徳

理 事 齋 木 貞 俊
理 事 吉 田 桂 子
理 事 井 上 一 成
理 事 久 保 正 道
監 事 佐 野 幸 夫
監 事 白 石 禎 三 郎

附 則 （平成 年 月 日 広島市長認可）
この定款の変更は、平成２９年４月１日から施行する。



 

社会福祉法人もみじ福祉会 役員(理事・監事)名簿 (簡略版)   

 

                                                                                     ２０１７年６月１９日(定時評議員会承認) 

 

 役職名 

 

  氏 名 

 

  所属団体(職業) 

 

   就任日 

 

   任 期 

 理事  井上一成 もみじ福祉会 施設長 平成29年6月19日  

選任後２年以内に終了する会計

年度のうち最終のものに関する

定時評議員会の終結の時まで。 

 

 

 

 

 

 理事  松尾俊英 もみじ福祉会生活支援センター 相談員 平成29年6月19日 

 理事  片山千絵 法律事務所 弁護士 平成29年6月19日 

 理事  葛城妙子 NPO法人 施設長 平成29年6月19日 

 理事  福田康彦 医師/家族会 平成29年6月19日 

 理事  伊世澄子 もみじ福祉会家族会 平成29年6月19日 

 理事  中沢道成 もみじ福祉会 施設長 平成29年6月19日 

 理事  古城門淳子 もみじ福祉会 施設長 平成29年6月19日 

 監事  堀田 稔 短期大学 教授 平成29年6月19日 

 監事  黒住茂雄 税理士事務所 税理士 平成29年6月19日 

 

 



 

 

       社会福祉法人「もみじ福祉会」 評議員名簿 （簡略版） 

                             平成２９年４月１日現在   

役職名 氏 名 所属団体（職業） 評議員就任日 評議員任期 

評議員  谷保清美 地域社協役員 平 成 2 9 年 4 月 １ 日           

4年以内に終了する会計年度

のうち最終のものに関する定

時評議員会の終結の時まで。 

評議員  原田 明 障害者団体役員 平 成 2 9 年 4 月 １ 日          

評議員  塩見信彦 もみじ福祉会後援会 平成 29 年 4 月 1 日 

評議員  小林雅通 会社員 平 成 2 9 年 4 月 １ 日          

評議員  高田龍治 もみじ福祉会後援会、音楽家 平 成 2 9 年 4 月 １ 日          

評議員  山床義明 町内会相談役 平 成 2 9 年 4 月 １ 日          

評議員  岡田博美 病院職員 平 成 2 9 年 4 月 １ 日          

評議員  飯星敬介* 包括支援センター管理者 平 成 2 9 年 4 月 １ 日          

評議員  田畑健雄* 社会福祉協議会職員 平 成 2 9 年 4 月 １ 日          

評議員  川本義弘* 社会福祉法人施設管理者 平 成 2 9 年 4 月 １ 日          

評議員  沖盛良明* 地区民生委員 平成29年4月１日          

 

＊２０１７年２月１４日(火) 第１回評議員選任・解任委員会 

 

 

 



社会福祉法人もみじ福祉会 役員等の報酬等支給基準

もみじ福祉会の役員(理事・監事)、評議員、評議員選任・解任委員会の委員、及び各種専門委員

会の委員(以下、すべて委員という)の内、外部の委員に対する報酬は以下の通りとする。

１．すべての委員に対し、参加交通費分を補償するため、一回の会議参加につき、一律２０６３円

の報酬を支給する。

但し、委員の障害や疾病、当日の天候、会議の時間帯等の事情により、タクシー等の交通手段

に依らざるを得ず、その費用が 2000 円を上回る場合は、その実費を交通費として支給する。

２．その他、会議以外の諸活動(見学・研修等)に要した費用、及び交通費については、その実費を

支給する。

３．役員（職員である役員を除く外部理事・監事）に対する、各年度の報酬総額は 150 万円を超え

ない範囲とする。

附則 この基準は 2017 年６月１日より施行する。



（別添）

（単位：円）
場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 控除対象 控除対象額

預⾦ もみじ銀⾏等 運転資⾦ 126,390,983 ×
現⾦ ⼩⼝現⾦等 運転資⾦ 363,740 ×
有価証券 ×
事業未収⾦ 国保連合会等 介護等給付費等 92,218,021 ×
未収⾦ ○ 0

未収補助⾦ 広島市等 グループホーム重度受⼊促進補助⾦等 3,102,000 ○ 3,102,000

未収収益 ○ 0

受取手形 ○ 0

貯蔵品
医薬品 ○ 0

診療・療養費等材料 ○ 0

給⾷用材料 ○ 0

商品・製品 就労グループ せんべい、クッキー等 1,627,827 ○ 1,627,827

仕掛品 ○ 0

原材料 就労グループ さをり、パン等 660,201 ○ 660,201

⽴替⾦ ○ 0

前払⾦
前払費用 保険会社 ⽕災保険料 484,489 ○ 484,489

１年以内回収予定⻑期貸付⾦ ○ 0

短期貸付⾦ ○ 0

仮払⾦ 広島⻄税務署等 消費税中間申告分等 594 261 ○ 594 261

　１　流動資産
Ⅰ　資産の部

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
平成29年3⽉31⽇現在

（単位：円）
貸借対照表科目

トップページに戻る 算定シートに転記算定シートに転記 算定シートに戻る ヘルプ

仮払⾦ 広島⻄税務署等 消費税中間申告分等 594,261 ○ 594,261

その他の流動資産
徴収不能引当⾦

0 0 225,441,522

土地 ○ 0

建物 広島市中区吉島⻄2-1-24　第⼀・第
二もみじ作業所

1993年度 第2種社会福祉事業　拠点：第⼀・第二もみ
じ作業所等

240,405,994 152,934,959 87,471,035 ○ 87,471,035

建物 広島市⻄区観⾳新町3-9-9　夢トピア 2004年度 第2種社会福祉事業　拠点：生活支援事業
等

301,601,925 122,215,647 179,386,278 ○ 179,386,278

建物 広島市⻄区観⾳新町3-9-1　ドリーム
ハウス

2009年度 第2種社会福祉事業　拠点：生活支援事業 136,817,500 38,954,261 97,863,239 ○ 97,863,239

建物 広島市⻄区観⾳新町3-9-3　第三も
みじ作業所

2011年度 第2種社会福祉事業　拠点：第三もみじ作
業所

120,688,784 26,701,607 93,987,177 ○ 93,987,177

建物 広島市中区吉島⻄2-3-20　ハッピー
ホーム

2016年度 第2種社会福祉事業　拠点：生活支援事業
等

271,473,675 10,052,406 261,421,269 ○ 261,421,269

定期預⾦ もみじ銀⾏ 旧4号基本⾦ 1,000,000 ○ 1,000,000

1,070,987,878 350,858,880 721,128,998

土地
建物 第⼀もみじ作業所倉庫等 1993年度 第2種社会福祉事業 4,215,574 1,653,823 2,561,751 ○ 2,561,751

建物 ドリームハウス倉庫等 2009年度 第2種社会福祉事業 142,800 142,799 1 ○ 1

建物 ハッピーホーム内部工事等 2016年度 第2種社会福祉事業 178,200 16,335 161,865 ○ 161,865

建物 夢トピア内部工事等 2009年度 第2種社会福祉事業 266,200 169,809 96,391 ○ 96,391

構築物 緑化設備等 施設利用 14,908,302 7,348,199 7,560,103 ○ 7,560,103

機械及び装置 アルミ缶圧縮機等 施設利用 11,343,655 10,090,347 1,253,308 ○ 1,253,308

⾞輌運搬具 送迎⾞輌等 施設利用 47,295,517 39,025,369 8,270,148 ○ 8,270,148

器具及び備品 オーブン等 施設利用 92,025,136 81,143,280 10,881,856 ○ 10,881,856

建設仮勘定 0 ○ 0

流動資産合計
　２　固定資産
　（１）　基本財産

基本財産合計
　（２）　その他の固定資産

建設仮勘定 0 ○ 0

有形リース資産 0

権利 電話加⼊権 施設利用 372,008 0 372,008 ○ 372,008

ソフトウェア 請求ソフト等 施設利用 992,250 992,250 0 ○ 0

無形リース資産 0

投資有価証券 ○ 0

⻑期貸付⾦ ○ 0

退職給付引当資産 広島県互助会退職手当資⾦交付事
業

退職共済制度 19,795,500 ×

⻑期預り⾦積⽴資産
運営資⾦積⽴資産 もみじ銀⾏等 不測の事態における⼈件費等運営資⾦ 65,000,000 ×
移⾏時特別積⽴資産積⽴支出
⼈件費積⽴資産
修繕積⽴資産 もみじ銀⾏等 施設大規模修繕 33,000,000 ×
建設積⽴資産 もみじ銀⾏等 将来における施設建設 182,000,000 ×
改装等積⽴資産 もみじ銀⾏等 グループホーム改装 240,000 ×
工賃変動積⽴資産 もみじ銀⾏等 就労グループ工賃保障 1,972,063 ×
設備等整備積⽴資産 もみじ銀⾏等 就労グループ設備 1,236,080 ×
差⼊保証⾦ 不動産会社等 敷⾦等 306,680 ○ 306,680

⻑期前払費用 保険会社 ⽕災保険料 807,625 ○ 807,625

⽔道施設負担⾦ 広島⽔道局 施設負担⾦ 2,946,600 737,810 2,208,790 ○ 2,208,790

預託⾦ ⾞輌リサイクル法 ⾞輌リサイクル券 200,460 ○ 200,460

その他の固定資産
174,686,242 141,320,021 337,924,629

1,245,674,120 492,178,901 1,059,053,627 控除対象額計
1,245,674,120 492,178,901 1,284,495,149 762,278,762

短期運営資⾦借⼊⾦
事業未払⾦ 就労グル プ工賃等 8 157 455

その他の固定資産合計
固定資産合計

資産合計
Ⅱ　負債の部
　１　流動負債

事業未払⾦ 就労グループ工賃等 8,157,455

その他の未払⾦
支払手形
役員等短期借⼊⾦
１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦ 独⽴⾏政法⼈福祉医療機構 4,250,000

１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦
１年以内支払予定⻑期未払⾦
未払費用
預り⾦
職員預り⾦
前受⾦ 就労グループ売上等 3,746

前受収益
仮受⾦ 返⾦分等 49,800

賞与引当⾦
その他の流動負債

0 0 12,461,001

設備資⾦借⼊⾦ 独⽴⾏政法⼈福祉医療機構 25,500,000

⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
役員等⻑期借⼊⾦

退職給付引当⾦ 広島県互助会退職手当資⾦交付事
業

19,795,500

⻑期未払⾦
⻑期預り⾦
その他の固定負債

0 0 45,295,500

0 0 57 756 501負債合計

流動負債合計
　２　固定負債

固定負債合計
0 0 57,756,501

1,245,674,120 492,178,901 1,226,738,648

（⼊⼒上の留意事項）
※ 財産目録については、科目を分けた場合は、⼩計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、⼩計欄は不要とします

負債合計
差引純資産



もみじ福祉会 201６年度 事業報告

はじめに ～今期の特徴～

＜事業＞ ・合築ホーム「ハッピーホーム」５月よりスタート ・多くの人材確保、ほぼ達成

・将来構想第四次５カ年計画の中間見直し後の残り２年・・各小委員会での協議

＜利用者・家族＞ ・仲間の死去＝ O さん ・家族の死去＝ T 母、O 母、K 父

・利用者の重度化等＝ H：骨折、車ｲｽに。M：再度転倒骨折(手術) 等

＜情勢＞ ・「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現へ(厚労省)

・社会福祉法改正への対応開始（定款変更、評議員選任・解任委員会の設置、評議員改選等)

・障害者差別解消法施行

【重点課題】

１．将来構想第四期５カ年計画(２０１３年～２０１７年）を推進します。

＊５カ年計画中間見直し後の課題

１）つばさの廃止と、６つ目のホーム建設にむけて

・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑつばさを５月に廃止する。それに伴う残り１人の処遇について、引き続き、関係者と

の調整会議を続け、へルパー・ボランティア・家族等の支援による「一人暮らし」の実現にむけ

て急ぎ詰めていく。

→ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑつばさの残り１人の処遇について、頻回に調整会議を持ち協議を重ねてきたが、方針

の合意に至らなかった。 よって、４月末のつばさの営業停止(5/末廃止)以降６月末までは、も

みじ福祉会や他施設でのショートスティ、あるいは作業所和室での不安定な生活となった。

６月末で廿日市市による「全ての受給者証の終了と更新なし」という決定を受け、もみじ福祉会

としても全ての事業の契約解除の処置をとった。

以降、母子同居生活となり、廿日市市や広島市へ盛んに訴えを続けられたが、廿日市市は広島

市に委ねるとして全ての対応を停止された。広島市では９月15日に関係各課の情報共有等のた

めの打合せ会議が招集され、その後、広島市より国保証や療育手帳、一部の受給者証が再発行さ

れた。 10月以降も母親の要望で、当事者・関係者会議や、生活支援事業所が調整役となり、

精神保健福祉ｾﾝﾀｰ、中区障害福祉係、もみじ福祉会(めーぷる)、等の関係者会議が断続的に開催さ

れたが、結論に達しなかった。

Ｓ氏からは、もみじ作業所復帰が望まれたが、もみじ福祉会としては、つばさ廃止の経過、各事

業所職員や家族の意向、今後の支援見通しの困難性等を考慮し、他の事業所の活用を勧めた。

現在は、主にめーぷるにて相談援助を継続している。

・現つばさの土地については、次のグループホーム建設をめざし、資金や人材確保計画等の練り

直しを行う。開設時期については次期構想に継続し、2019 年開設をめざす。

この土地については先の理事長時代より地主さんと購入を約束している。これ以上放置でき

ないため、諸課題はあるが急ぎ地主さんと購入の相談に入る。

→将来構想検討委員会・第6のホームづくり小委員会にて、計画案づくりの協議を開始した。

只、仮設計図面からは、土地の形状・広さ等から限定的な建物設計となるため、障害種別・対象

者数に対する職員配置と支援導線等に困難が残り、また経営面での課題も明らかとなった、

このため、委員会ではこの土地の他目的使用への転換意見もだされ、再検討中である。

方針の変更はあっても、土地購入の約束については実行せざるをえない。

また、もし他目的への方針転換を行った場合は、次のホームを期待していた利用者・家族への真



摯な説明、及びこれに代わる今後のホーム開設方針の決定・説明が必要となる。

２）重度身体障害のある人の日中活動の場（生活介護事業）づくり

・今期計画では施設概要(事業、設計、資金、人材等の計画)を再作成し、広島市への土地貸与の要

請活動を進めることとする。

土地の確保状況にも依るが、スケジュール的には次期(中期)将来構想内での実現をめざす。

→将来構想検討委員会・重度日中小委員会で検討を進めている。 仲間の高齢化・重度化・待機者

対応といった課題のもと、まずは望むべき施設の中味から協議を始めている。広島市への土地貸

与要請にはまだ時間を要すると思われる。

３）放課後等ディサービスの検討を継続する

・引き続き、観音地域での「いきいき活動事業」の解消と放課後等ディサービス事業への発展を検

討する。

・特別支援学校２校の放課後対策事業を継続しつつ、安佐北・南区地域での放課後等ディサービス

事業への転換(開設)にむけても引き続き検討する。

→同事業の飽和状態、あるいは厚労省の放課後等ディサービス事業に関する運営の見直し方針発出

など、諸情勢を鑑み、具体的な協議に入れていない。

２．グループホーム・福祉ホームの支援の充実をはかります。

1)ハッピーホームの円滑なスタートをはかり、運営を軌道に乗せる

・2016 年３月末に合築施設「福祉ホーム・グループホーム(ﾊｯﾋﾟｰﾎｰﾑ)、生活支援センター、ヘル

パーステーション、緊急避難スペース」の本体工事がほぼ完了、内装・外構の一部が４月にずれ

込んだため、落成式を４月 27 日、開所日を５月６日に設定した。円滑なスタートをはかる。

・職員体制については、残念ながら全ホームの必要職員数を確保できず、(他ホームに)一部欠員状

態のままのスタートとなった。引き続き人材確保の努力を続けて行く。

・今年度は、ハッピーホームの運営・実践を軌道にのせるべく、仲間・ご家族の協力を得つつ福祉

会全体で支えていく。

→落成式及び仲間・家族との祝う会も無事終了し、5月６日に開所した。諸課題は生じながらも、

仲間集団も職員集団もまずまずのスタートが切れた。

ただ、入所後まもなく、Ｏさんが死去するという悲しく残念な事態が生じた。

他の利用者の状況は、一部に若干のトラブルを生じながらもほぼ平穏に推移しており、個々の状

況に合わせて支援していく中で宿泊日数も徐々に増えて来ている。また良い変化も報告されてお

り喜ばしい。

建物については、利用者各室等の追加工事はほぼ済んだが、３階の防音工事が未実施の状況であ

る。ﾊｯﾋﾟｰﾎｰﾑ家族会も作られ、懇談・協力しつつより良いホームづくりに努力していきたい。

2)安定した土・日の開所（３６５日開所）をめざす。

・ 職員体制は不備の状況ながら、既に各ホームとも実質的には 365 日開所に入っている。

この安定実施のために最大の課題である職員の確保はもちろん、土日の活動の充実のための支え

る体制づくりに努力・工夫する。

→職員確保については、９月段階で漸く予定数を確保できるまでに至っていたが、退職や異動で再

度男性１～２名の欠員が発生。2月時点で再びほぼ充足に至った。

・就業規則第 25 条（休日）２項について、年間を通じた勤務表が組めるよう適切な見直しを行う。

尚、そのための職員・労組の理解と意識づくりはかるるべく、説明・協議等に努力する。

→実質的には可能な中味となっているが、規則改訂には至っていない。

また、一部事業所から夜勤の厳しさの軽減措置として時短要求が出、当事業所職員との個別懇談

による実態把握、他事業所の意向の把握及び労使定期協議での意見聴取等を進めてきた。



他事業所からは当事業所単独の改訂には同意が得られず、また個人懇談では、時短よりも職員の

充足を、土日を含めた勤務表の作成を、など積極的な意見も聞かれており、引き続き厳しい勤務

実態の把握と改善への協議を進めている。

３．職員の確保に一層力と工夫を注ぎます。

・福祉業界の極めて厳しい採用環境が続いており、昨年度の全員正職員化に続いて給与規程の再改

定を行い、初任給等の改訂で給与的にも魅力ある福祉会にする。

→期末勤勉手当の一部を基本給に振り当て、魅力有る基本給にする案を作成し、7/14より月1回

のペースで労使協議を開催し協議している。労組が取得したアンケート結果等を考慮し、労使協

議で諸懸案が改善でき、合意がはかられれば、2018年の実施をめざしたい。

また、不十分であったパート準職員に係わる規程を充実させるため、準職員就業規則(案)を作

成し、これも労使協議にはかり完成した。

・求人の方法については昨年度の諸対策に加えて、学校との連携を深める努力や方法の工夫・改善

をはかる。

→Ｋ大学の就職説明会には近年に同大学を卒業した職員を派遣したり、就職フェアには若い職員が

あたる、あるいはパンフを更新するなど、工夫を加えた。来年度新卒の女性２名を内定できた。

・15 年度は具体化に至らなかったが、人材派遣・紹介会社の有効な活用についても引き続き検討

する。

→派遣・紹介会社を５社程度に絞り、活用をはかっているが、順調とは言えない。漸く９月に男性

１名の紹介入職があった。

・遅れているホームページのリニューアルを急ぎ、情報発信や宣伝効果を高める。

→提携していた業者の転出により中断したが、新たな業者と契約し進めている。完成にむけて最終

段階に入っている。

４．職員資質の向上と人材育成に取り組みます。

また、働きがいのある職場づくり、協力・共同できる職員集団づくりに取り組みます。

・昨年度再開した「研修ｼｽﾃﾑ検討会議」の協議を継続し、研修システムの充実をはかる。

→今年度上半期の多忙さや課題の難しさから、予定会議が開催できないまま過ぎ、次年度に課題を

持ち越した。体制を新たにし望みたい。

・研修を重視し、内部・外部両研修の一層の充実と工夫で、職員の資質向上をはかる。

特に、引き続き権利擁護や虐待防止対策に留意するとともに、障害者差別解消についての研修を

強化する。

→内部研修は事例検討を中心に進めた。初任者研修は計画通り年間を通して実施できた。。

外部研修にも、人権課題をはじめきょうされん主催の研修会を中心に積極的に参加した。

また、上半期では強度行動障害支援者研修会(初回)を３人の職員が受講した。

・職員アンケートやそれに基づく個別懇談を継続し、また職場・グループ討議のあり方を工夫して

チームワークを大切にする職場環境と職員集団づくりに努める。

→今年度は全職員アンケートは実施できなかった。下半期からホーム職員及び新入職員等の個人懇

談を実施している。 その他、多くの新入職員を迎えた今年度は、理事会・家族会等の協力を得

て初めて入職式を開催し、実のある取り組みとなった。

５．拡大する事業にふさわしい健全な運営と財政見通し、および中長期的な人事構想のもてる組織(機構)作

りに取り組みます。

・「働き続けられる給与システムと、次代の人材確保」にむけて、2015 年７月より給与規程の大幅



改編を実施した。これに伴う人件費増に留意し、福祉会の健全な経営＝収益増と赤字事業所の改

善に引き続き努力する。 また、人材確保のための初任給の魅力を増すべく、基本給と賞与等手

当との按分・調整を主とした給与規程の再改定をめざす。

→前述のごとく、給与規程再改編案を労組に提示し、来年度実施をめざして引き続き協議している。

同時に、昨年からの継続・残課題である超勤問題、各事業所の経営改善課題等を協議している。

・既に将来構想計画の資金見通しに変更が生じており、また、社会福祉法改正による『社会福祉充

実計画』の整備も迫られることから、「将来構想の事業展開＝施設建設」と「人材確保・定着」

のバランスに配慮しつつ、経営の改善計画と財政計画をしっかり作っていく。

→昨年の「第四期将来構想の中間見直し」に基づき、将来構想検討委員会内に、３つの小委員会「第

６のホームづくり小委員会」「重度日中小委員会」「高齢化対策小委員会」を設け、それぞれ協

議を進めている。前述のごとく、次のグループホームづくり計画は再検討となっており、近々大

凡の計画案を提示したい。

６．高齢化に伴う課題をより明確にしつつ、取り組みを進めます。

・将来構想検討委員会の高齢化対策小委員会にて検討を続ける。

・引き続き、健康・医療、日中活動のあり方、住まいの場、家族の環境変化、終末期問題等々の各

分野について、諸委員会・部及び管理部の協力を得ながら問題・課題を整理し、かつ先進事例に

学びながら、逐次福祉会事業の充実や展開への提言を行う。

→10月末には、事務局レベルでのこれまでの作業のまとめを行い、11月からは家族会代表のオブ

ザーバー参加を得て意見を聴取するとともに、家族会例会、職員会議にて到達点の報告・説明を

行った。来年度はこれに基本に、外部委員や専門家の参加を得て、社会福祉法改正等の情勢変動

に留意しつつ、委員会としての最終提言づくりを進める予定である。

一方でこの間、利用者の転倒骨折を始めとする怪我や疾病が増加しており、また、家族の死去

や罹患による介護力の喪失・減少が目立っている。可能な対策から具体化していきたい。

・いわゆる「65 才問題」等、福祉会事業を超える課題については、他事業所・団体と連携し社会

保障・福祉政策そのものの改善・充実を求めて行く。

これに係わる介護保険事業への参入課題等については管理運営会議で検討する。

→加盟している広障連や広島市障害施設連盟、身体障害者施設協議会等を通じて、広島市や広島県

に要望・交渉を行っている。一定の成果も見られているが不安は尚大きい。

厚労省からは「総合支援法3年後の見直し」の中で、「高齢障害者の介護保険サービスの円滑

な利用」と称する改善策が提示されているが、詳細は不明で安心できるものとは思われず、引き

続き制度改善への力を注ぐとともに、対応策を検討していく。

７．「障害のある人が安心して暮らせる社会づくり」にむけて引き続き、他機関と連携しながら運動・実践を大

切に取り組みます。

・地域福祉推進委員会を中心に、きょうされんや広障連、ＨＤＦ(広島障害ﾌｫｰﾗﾑ)等々の諸団体と

連携し、国・県・市の施策について研究や見解の発表、行政交渉などの運動を行う。

・引き続き、「障害者の権利条約」や、「新法作成時の骨格提言」、「違憲訴訟和解時の基本合意文

書」等を尊重した制度・政策の改善・充実を求めて行く。

→きょうされんでは、地域活動ｾﾝﾀｰⅢ型(精神障害者多)の運営上の諸課題について、6/29を皮切

りに対市交渉を持ち改善を要望中である。広障連では、9/5に対市、9/13に対県要望書を提出

し、２／９には県の回答、3/27には市の回答を得た。

またＨＤＦでは移動支援問題の対市交渉を続け、一定の改善を得た。市施設連盟でも障害者の入

院問題等の要望事項をまとめ、陳情を行った。



【もみじ福祉会のめざすものの実現に向けて】

Ⅰ．利用者の生きる力の獲得、生活の質の向上にむけて

１．豊かな労働・日中活動づくり

①利用者の障害や発達段階に見合った作業種目・作業行程および活動内容の研究開発

②賃金アップをめざし、また、働くことの意味や本人のがんばりが反映できるような適切な工賃

体系の研究

→第一もみじ作業所、第二もみじ作業所では，各グループが工賃アップに取り組み、昨年度に

続き工賃増がをはかられました。せんべいグループが軌道に乗り始めたこと、企画グループ

のＴシャツ等の売り上げ増、さをりグループの展示即売会での奮闘、リサイクルグループの

資源回収の好調等々、工夫と努力が実っています。

第三作業所では、今年度もできるだけお客さんの注文に応えることで収益アップをめざしま

した。パングループは学校や介護老人保健施設の定期注文、クッキーグループは大口注文、

配食グループは２つのホームの夜食の注文などがありました。クッキーの大口注文の時には

グループを超えてシール貼りや袋詰めの応援をしたり、他事業所と協力して注文に応えたり

することができました。今年度も給料と年２回のボーナスを支給することができ、目標工賃

達成加算もとることができました。

③看護師や理学療法士と連携した利用者の健康推進、及び重度障害を抱える利用者の二次障害予

防のための研究・実践

→今年も健康推進委員会、健康推進部を中心に個別対策・全体対策に取り組み、健康維持や予

防をはかりました。ただ、ハッピーホーム利用者の疾病が早期発見できず悲しい結果に至っ

たこと、また服薬に係わるミスが続いていることなど、反省点も残りました。

④自立心や自立意識を育てていく立場に立った自治会活動の充実

→第一もみじ作業所、第二もみじ作業所の自治会活動を支援し、幾つかの行事を主催した他、

利用者の要求をまとめて所長交渉も行われました。

⑤社会経験を広げていく場として、また、レクレーションの場としての各種行事の実施

→ほぼ予定通り実施でき楽しい経験と時間をもてました。

しかし高齢化・重度化のため、行事への全員参加が年々困難化しており、第一もみじ作業所

第二もみじ作業所では海水浴に係わるアンケートを実施し検討中であるほか、再来年からの

一泊旅行の半数づつの実施を決めました。

⑥文化活動・クラブ活動の定着・充実

→クラブ活動は計画通り実施でき楽しい時間を過ごせました。文化活動では利用者のアートの

力に注視し、自主製品にも取り入れて好評を得ています。

⑦地域の要求と連携しつつ、新たな日中活動の場づくりの取り組み。

→重点課題で記した通り、次期将来構想計画での具体化にむけて準備しています。

２．豊かな生活・暮らしの場づくり

①「合築ホームハッピーホーム」の円滑なスタートと運営の安定へ

→重点課題で記した通り、課題を抱えつつもほぼ運営の安定にむかっています。

②「合築ホーム夢トピア」の運営の安定と支援の充実

→利用者の重度化と職員体制の欠如から、厳しい勤務状況が続き改善の検討を続けてきました。



年度末になって漸くほぼ職員体制も充足し、支援の充実をはかれる状況に至っています。

職員体制の維持とともに、訪問看護やリハ等、医療との連携を引き続き重視していきます。

③「グループホームたんぽぽ」の移転の検討、「グループホームつばさ」廃止後の対策

→つばさについては、重点課題で記した通り引き続き協議中です。たんぽぽについては今年も

現状を維持しつつ検討しています。

④「グループホーム ドリームハウス」の運営の安定と支援の充実

→落ち着いた運営がはかられていますが、昨年同様、１名が週一泊の壁を越えられず、1名は

泊を中止したままとなっており対策に苦慮してます。また、怪我による車イス生活への変化

等により帰宅できない利用者も出て365日体制を開始しました。現在何とか対応できてい

ますが、知的障害者用のﾄﾞﾘｰﾑﾊｳｽの構造について改修要望も出されており、将来構想の課題

としても検討中です。

⑤「もみじヘルパーステーション夢トピア」、「障害者生活支援センターめーぷる」の円滑な移

転と生活支援の充実

→両事業所のハッピーホームへの移転はほぼ円滑に実施でき、地域支援での重要な役割を果た

し続けています。ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ夢ﾄﾋﾟｱでは、引き続きヘルパーの質・量の確保が課題です。

めーぷるは基幹センターとしての役割・責任が一層拡大しており、さらに体制の充実が求め

られています。

Ⅱ．地域に根ざし、地域の障害者・関係者の福祉的ニーズに応える法人づくり

１．地域に根ざした作業所・ホームづくり

①広報活動の充実

・もみじ福祉会ニュース「がんばろうや」の内容の充実ときめ組かな地域配布への取り組み

→年3回の発行と６町内会回覧を行い、地域との絆を維持しています。

・ウェブサイトのリニューアルと一層の充実

→ようやく完成に近づいています。一層の効果・成果を期待したいと思います。

②もみじ福祉会のもつ施設・設備・情報・人材の地域における福祉的ニーズへの開放、貢献

→諸大学・専門学校からの学生実習や刑務官実習、小中学校からの職場体験実習やボランティ

ア体験実習などを積極的に受け入れました。また小中学校の車イス体験学習やガイドヘルパ

ー養成講座への講師派遣、特別支援学校のネットワーク活動への支援などなど、地域のニー

ズに旺盛に応えています。

③地域・町内会行事等への参加や共同企画の推進

・町内会諸行事への参画や依頼への対応。作業所まつり、夢フェスティバルの協同実施など

→作業所祭りや夢フェスティバルは、地域の諸団体の参加と支援を得て、地域の祭りとして定

着しています。 町内の諸行事(飯盒炊爨フェスタ、とんど祭り、盆踊り、秋祭り等）にも

引き続き積極的に参加あるいは協力しています。また、町内会会員として地域の諸団体の活

動への協賛依頼にもできるだけ応じることとし、一層地域に根ざしてきています。

→自治会ひまわり会では、地域の小学校(吉島小・舟入小・中島小)との共同企画で、毎年交流

会を開催し、相互理解を進めています。

２．地域の障害者・家族への支援と諸要求実現に向けて

①地域の諸団体との協力・共同の推進、関係機関への働きかけ、

→きょうされんでは、地域活動ｾﾝﾀｰⅢ型(精神障害者多)の運営上の諸課題について、6/29を

皮切りに対市交渉を持ち改善を要請中です。広障連では、9/5対市、9/13に対県要望書を



提出し、2/9には県の回答、3/27には市の回答を得ました。またＨＤＦでは移動支援問題

の対市交渉を続け、一定の改善を得ました。市施設連盟でも障害者の入院問題等の要望事項

をまとめ陳情を行いました。

②「障害者生活支援センターめーぷる」の障害者自立支援活動の推進

→引き続き多様な相談に応じる他、サービス利用計画作成への要請にも積極的に応え、年87

00件に及ぶ相談となっています。201４年11月より中区基幹相談センターを受諾し、困

難事例への対応にますます職員の質量両面における力量の向上が求められています。

また広島市の自立支援協議会や特別支援学校のネットワーク会議など関係機関との連携にも

努めています。 現在、全国で進められている地域生活支援拠点事業の設置については、基

幹相談を中心に面的整備でとの案も出され、慎重な対応が必要と考えます。

③「もみじﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ夢トピア」による在宅障害者への介護サービスの拡充

→昨年１０月には２年ぶりの広島市実地指導があり、２日間に渡り厳しく調査されました。

概ね適切に運営されているとの結果でしたが、何点か改善項目も指摘され早急に改善を図り

ました。二つの福祉ホームを運営する大事業になっているので、事務的な整備についても不

備がないように改善を図っていきます。またヘルパー量の確保、質の向上にも引き続き取り

組み、より良い支援に繋げていきます。

④「短期入所事業」による在宅障害者・家族への支援の拡充

→地域からの要請は引き続き多い他、家族の高齢化に伴うもみじ福祉会利用者からの要望も増

えており、夢トピア・ドリームハウスともフル回転の状況です。夢ﾄﾋﾟｱでは職員体制の不足

から受入数を制限せざるを得ませんでした。

一方、新たにハッピーホームでも受入を開始しました。

⑤訪問介護員養成研修事業や福祉講座等の実施による福祉人材の育成や貢献

→本年度は講座の開設を見送りました。

⑥障害をもった児童・生徒のニーズの把握と支援体制づくり

・県立広島特別支援学校、県立北特別支援学校の放課後対策事業の継続、充実

→本年度も２校の事業を受諾し、職員の交替がありながらも活発な活動を展開しました。

広島特別支援学校では知的障害者の受け入れも開始され利用者が増加しました。また、利用

者の重度化も進み、一層の職員の対応力が求められています。

・放課後等ディサービスの検討

→重点課題の項で記した通り、諸情勢を鑑みつつ検討を続けます。

Ⅲ．人材育成・職員の資質の向上

①「もみじ福祉会のめざすもの」学習とそれに沿った実践の追求

→例年同様、新入職員研修にめざすものの学習を取り入れた他、その重要な柱である発達保障

の視点から、高橋先生を招聘した発達検査とそれに伴う事例検討会を行い、事例把握の深化

と職員の資質向上をはかりました。職員の事例検討会においても検討後の経過報告も取り入

れ、実践を検証しました。

②内部研修体制の整備・充実と外部研修会の効果的な活用

・初任者研修の充実

→本年度も年間を通じたスケジュールを作成し実施しました。都度のアンケート集約に努めま

したが概ね好評です。今後も一層効果的な研修になるよう、時期・内容の改善検討を行って

いきます。

・中堅(主任、管理者)研修システムの研究、創設



→重点課題でしたが、昨年再開した研修ｼｽﾃﾑ検討会議が継続できず、中堅職員研修のありかた

等は来年度に持ち越しました。

・障害者の特性や発達についての知識の修得。

→主に、きょうされん主催の各種研修会に参加し、知識の向上に努めました。毎月の内部研修

では①のごとく、外部の専門家を招聘し学習会を開催しました。また、全障研の研修会・学

習会に自主的に参加する職員も増えました。

・作業行程の組織、仕事おこし、製品開発などに関する知識・技能の修得

→第一もみじ作業所・第二もみじ作業所のさをり縫製グループや企画販売グループでは、引き

続き利用者の芸術性を生かした商品開発・改善に取り組み、一定の成果を上げました。せん

べいグループでも新たな商品開発に取り組むとともに、Ｓ１サミットでは高い評価を得まし

た。資源回収事業は各グループで取り組み、工賃アップに貢献しています。

第三もみじ作業所では、お客様に安心して食べてもらえるよう品質や技術の向上をめざして

います。大量の和え物でも均一に味をつける技量や生地の混ざり具合の見極めの力など着実

に力をつけています。そういう仲間にあこがれて「自分もやってみたい」と刺激を受ける仲

間も増えています。また仕事に直結するような衛生学習や接客学習を行い、「食」に携わる(衛

生)意識と責任がもてるように取り組んでいます。

・健康づくり・自立支援・生活支援・相談活動・人権問題に関わる研修

→きょうされんを中心に、各分野の外部研修（分科会)に積極的に参加し、見識を広めました。

また、内部においても、看護師や理学療法士による、利用者・職員への健康課題・介助技術

の実地指導や勉強会の開催、あるいは相談支援を行い好評を得ています。

・福祉の制度や政策、運動についての知識・情報の学習と政策能力の形成

→諸団体の研修や集会に参加したほか、内部研修でも、地域福祉推進委員会を中心に、６５歳

問題や署名の学習会など適宜情勢学習を行いました。

・施設や法人運営に関する知識・情報・ノウハウの修得と政策能力の形成

→管理部、事務部では、行政の研修や集団指導、あるいは社協や各所属団体の学習会等に積極

的に参加して知識・情報等の習得に努め、より着実な運営に努めています。

本年度は特に、社会福祉法改正に係わる諸課題と手続き、及び障害者総合支援法３年後の見

直しに留意し臨みました。

・障害者差別解消法の学習

→同じく、社協や各所属団体の学習会等に積極的に参加して学習に努めました。

③協力専門家の拡充

引き続き、めーぷる開催の教室、作業所のクラブ活動や絵画教室、さをり展示会のディレク

ション、あるいは内部研修の講師等々、多方面の専門家の協力を得ました。今後も継続する

と共に、将来構想検討委員会やその小委員会にも専門家の協力を得ていきたいと思います。

④研究・運動団体との連携を通しての研修

→本年度も、上述のごとく、きょうされんの研修を中心に、全障研、広障連の学習会や交流集

会に積極的に参画しました。

⑤職員の組織集団としての質・力量の向上。 虐待防止対策。

→より良い職場づくりを目指し、各職場の職員間あるいは管理者と職員のコミュニケーション

の一層の改善をはかるべく、運営に係わる会議の改組や充実をはかり、労使定期協議でも議

題として協議を続けています。全職員アンケートについては実施できませんでしたが、必要

に応じ個人懇談を行いました。

研修ｼｽﾃﾑ検討会議にて、中堅職員の研修システムづくりにも引き続き挑戦していきます。



Ⅵ 財政基盤の強化

①財政対策の検討と展望づくり

・各事業所ごとの、健全な経営維持あるいは改善にむけての検討

→作業所では引き続き第一第三土曜の開所を継続、収益増に貢献しています。ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑでは

広島市独自の重度対象者補助金が開始され、経営状況の改善をみています。第三もみじ作業

所の経営改善のための契約者増ははかれませんでしたが引き続き努力を続けます。

・社会福祉法改正に係わる資金計画の作成 (「社会福祉充実計画」の作成)

将来構想第四期計画の見直しにもとづく資金計画の詳細な練り直し

適切で効率的な事業の組みたての検討

→将来構想第四期計画の中間見直しに伴い、重点課題の項で記した通り資金を含めた協議を続

けています。 尚、一定の「社会福祉充実残額」が算出される予定であり、次年度初期に「充

実計画」の提出が求められるため、より詳細な計画を作成していきます。

②支出削減と収益増への取り組み

・支出の節減に向けての普段の点検・努力

→事務部からの諸提案で支出削減を行えました。主には電話とｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、及び電力の契約会社

の変更など。

・諸助成金、補助金の有効な活用

→キャリアアップ助成金を申請したほか(労働局審査中)、夢ﾄﾋﾟｱのエアコン入替導入に係わる

環境共創イニシアチブからの補助金、せんべいｸﾞﾙｰﾌﾟの食品乾燥器購入には清水基金の補助

金などを受けることができました。

⑥事業拡大に応えうる事務体制の整備

→ﾊｯﾋﾟｰﾎｰﾑ開設の事業拡大はありましたが、業務分掌を工夫して現状の事務体制で臨み何とか

クリアーできました。しかし労働強化は否めず、一層の効率化・合理化を含めて対策を練っ

ていきます。

Ⅴ．もみじ福祉会運営組織及び職員の労働条件の整備

１．運営組織の整備

①理事会・評議員会の一層の活性化と充実

・社会福祉法改正に伴う評議員会・理事会の改編の検討

→法改正に伴い、定款の変更、及び評議員選任・解任委員会の設置の後、同委員会にて11名

の新評議員が選任されました。議決機関として適切な運営・協議を期待します。

②家族会との連携強化

→管理部が毎月の役員会・例会に出席し、運営状況や情勢等の報告、質疑応答を継続しました。

例会では家族会の要請で高齢化対策小委員会事務局の協議状況の報告・説明を行いました。

引き続き理事会・評議員会あるいは将来構想検討委員会に家族会代表が入り、意向の把握と

連携を重視しています。

③管理運営会議及び各運営会議(基幹会議)の体制、任務、分掌、及び連携のあり方の検討、改善

→2016年度の管理体制の変更に伴い、管理運営会議は新所長２人を加えた7人の構成となり、

任務・分掌を改編して臨みました。新たな発想・意見もありより活発な協議となっています。

各事業所の運営会議等も順調に開催されており、引き続き、管理運営会議を筆頭に機関の責

務・役割を自覚して進めます。

④管理的職員の任務と分掌の明確化



→ハッピーホームの開設に合わせ、生活支援職場の管理的地位にある職員の職務・職責表を改

編、若手管理者の登用、分掌・責務の分散化をはかりました。

⑤協力専門家との連携の強化・充実

→ほぼ現状維持に留まっています。次年度は各専門委員会等に積極的に依頼していきます。

⑥人材の確保と適性配置

→重点課題で記した通りです。 人事異動のあり方の変更については具体化には至りませんで

した。引き続き、適正配置を考慮しつつ検討します。

２．労働条件の整備

①多様化する実践及び利用者の要求に応えうる処遇の追求と、働きやすい労働条件づくりの両立

についての検討継続。

②労組も含めた、組織のあり方や労働条件についての検討。

・正職化実施後の残課題の継続協議、経営実態の点検と対応。

・一層魅力有る給与体系の検討、協議

→2015年７月の、常勤準職員全員の正職化実施以降、職場づくりにも好影響が生じています。

しかし、給与規定の前歴換算方法の低位化により、中途採用者の処遇の厳しさが目立ってい

る他、新卒採用者の初任給が他法人に比して低い課題等が生じています。

只、もみじ福祉会は期末勤勉手当等諸手当は充実しており総年収としては遜色なく、より魅

力的な給与体系にすべく、賞与の一部を基本給に振り当てる案を作成し検討してきました。

2016年７月より月1回の労使定期協議を再開し、本案を提示、協議してきましたが、労組

(ｱﾝｹｰﾄ)の多様な意見を鑑み、急がず2017年度の具体化にむけて協議を継続することとし

ています。

また、本労使協議ではて、昨年度からの残課題(超勤、給与格差等)や、その後の各事業所

の経営実態の点検と対応に関する協議の他、夢ﾄﾋﾟｱの勤務の厳しさの改善要求についても協

議を続けています。

引き続き、魅力有る給与体系への再改定や残課題の解決はもとより、働き易い職場づくり

にむけても労使協議を重視し、継続していきます。



もみじ福祉会 201７年度 事業計画

はじめに

昨年度は５月に複合ホーム「ハッピーホーム」を開所、何とか円滑なスタートが切れ、幾つかの

課題はあるものの軌道に乗りつつあります。

運営上の最重点課題であった人材確保については、諸努力の結果ほぼ充足に近づいていますが、

今年度はさらに体制の強化・安定をはかり、支援の充実をめざします。

事業展開では、昨年度は将来構想第四期５カ年計画・「中間見直し後」に沿って取り組んで来ま

したが、本年度が最終年になり、次期中期計画につなぐための準備を進めます。

一方、福祉を巡る情勢では、本年４月からの改正社会福祉法の施行に関する諸対応も進行中であ

り、また障害者総合支援法３年後の見直し(平成 30 年施行予定)を控えて諸課題が山積しています。

もみじ福祉会は「障害のある人が安心して暮らせる社会づくり」にむけて、引き続き他機関と連携

しながら経営・実践・運動を大切に取り組みます。

「障害者の権利条約」や「新法作成時の骨格提言」、「自立支援法違憲訴訟和解時の厚労省との基

本合意文書」等を尊重した制度・政策の改善・充実を求めて行きます。

【重点課題】

１．将来構想第四期５カ年計画(２０１３年～２０１７年）・中間見直し後の課題を推進します。

１）次のホーム建設にむけて

事業報告にあるように、つばさ跡地では限定的な建物設計となり、対象者や職員配置等の経営面

での課題も明らかとなってきました。

但し、もし方針の変更があっても、土地購入の約束については実行を求められます。

このため、①この土地をｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑとしての活用か他目的使用かについてしっかり協議し、早期

に決断します。②もし他目的への方針転換を行った場合は、次のホームを期待していた利用者・

家族への真摯な説明、及びこれに代わる今後のホーム開設方針の決定・説明を行います。

２）重度身体障害のある人の日中活動の場（生活介護事業）づくり

将来構想検討委員会・重度日中小委員会で、望むべき施設の中味を明らかにし、広島市への土地

貸与要請を含め、次期計画に繋げます。

３）放課後等ディサービスの検討を継続する

観音地域での「いきいき活動事業」の解消と放課後等ディサービス事業への発展や、特別支援学

校２校の放課後対策事業を継続しつつ、安佐北・南区地域での放課後等ディサービス事業への転

換(開設)にむけても引き続き検討します。但し、同事業の飽和状態、あるいは厚労省の放課後等

ディサービス事業に関する運営の見直し方針等、諸情勢を鑑みつつ進めます。

２．グループホーム・福祉ホームの支援の充実をはかります。

１）安定した土・日の開所（３６５日開所）をめざす。

・職員体制は若干不備の状況ながら、既に各ホームとも実質的には 365 日開所に入っています。

この安定実施のために、引き続き職員体制の確保・維持はもちろん、土日の活動の充実のための

支える体制づくりに努力・工夫します。

・就業規則第 25 条（休日）２項について、年間を通じた勤務表が組めるよう適切な見直しを行い

ます。そのため、引き続き、労使定期協議等にて理解と意識づくりをはかります。



３．職員の確保、及び資質の向上・人材育成に取り組みます。

また、働きがいのある職場づくり、協力・共同できる職員集団づくりに取り組みます。

1)職員の確保

・福祉業界の極めて厳しい採用環境が続いており、給与規程の再改定を行い、初任給等の改訂で給

与的にも魅力ある福祉会をめざします。労使協議を続け 2018 年の実施をめざします。

・求人方法について、引き続き学校との連携を深める努力や面談方法の工夫・改善をはかります。

・ホームページのリニューアルを完成させ、情報発信や宣伝効果を高めます。

2)人材育成、職場づくり

・一昨年度再開した「研修ｼｽﾃﾑ検討会議」の協議を継続し、研修システムの充実をはかります。

・研修を重視し、内部・外部両研修の一層の充実と工夫で、職員の資質向上をはかります。

・職員アンケートやそれに基づく個別懇談を継続し、また職場・グループ討議のあり方を工夫して

チームワークを大切にする職場環境と職員集団づくりに努めます。

・より良い職場づくりにむけては、労使協議等を通じて労使が協力共同できる環境をめざします。

・職員の資格取得を応援するため、「資格取得祝い金」制度を実施します。

４．拡大する事業にふさわしい健全な運営と財政見通し、および中長期的な人事構想のもてる組織(機構)作

りに取り組みます。

・「働き続けられる給与システムと、次代の人材確保」にむけて、2015 年７月より給与規程の大幅

改編を実施しました。これに伴う人件費増に留意し、福祉会の健全な経営＝収益増と赤字事業所

の改善に引き続き努力します。

また、人材確保のための給与規程の再改定をはじめ、継続・残課題である超勤問題、各事業所

の経営改善課題等に取り組みます。

・「将来構想の事業展開＝施設建設」と「人材確保・定着」のバランスに配慮しつつ、経営・財政

計画をしっかり作っていきます。

５．高齢化に伴う課題をより明確にしつつ、取り組みを進めます。

・将来構想検討委員会・高齢化対策小委員会を事務局検討段階から委員会に昇格させ、理事・評議

員あるいは外部専門家の参加を得て、最終提言づくりに取り組みます。

・いわゆる「65 才問題」等、福祉会事業を超える課題については、他事業所・団体と連携し社会

保障・福祉政策そのものの改善・充実を求めて行きます。

「総合支援法 3 年後の見直し」についてもしっかり研究し、これに係わる介護保険事業への参

入課題等について検討します。

６．社会福祉法改正に係わる法人諸手続きを進めます。

・新定款の運用に係わる諸規程を逐次整備します。

・新評議員会・新理事会の機能が適切に発揮できる運営に努めます。

・もみじ福祉会の将来構想計画(事業展開構想)に基づき、『社会福祉充実計画』の策定を行います。



【もみじ福祉会のめざすものの実現に向けて】

Ⅰ．利用者の生きる力の獲得、生活の質の向上にむけて

１．豊かな労働・日中活動づくり

①利用者の障害や発達段階に見合った作業種目・作業行程および活動内容の研究開発

②看護師や理学療法士と連携した利用者の健康推進、及び重度障害を抱える利用者の二次障害予

防のための研究・実践

③自立心や自立意識を育てていく立場に立った自治会活動の充実

④社会経験を広げていく場として、また、レクレーションの場としての各種行事の実施

⑤文化活動・クラブ活動の定着・充実

⑥地域の要求と連携しつつ、新たな日中活動の場づくりの取り組み。

２．豊かな生活・暮らしの場づくり

①「合築ホーム夢トピア」「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑドリームハウス」「合築ホームハッピーホーム」「グルー

プホームたんぽぽ」の運営の安定と支援の充実

②古江跡地の有効な活用も含め、次のホーム開設にむけた準備

Ⅱ．地域に根ざし、地域の障害者・関係者の福祉的ニーズに応える法人づくり

１．地域に根ざした作業所・ホームづくり

①広報活動の充実

・もみじ福祉会ニュース「がんばろうや」の内容の充実ときめ組かな地域配布への取り組み

・ウェブサイトのリニューアルと一層の充実

②もみじ福祉会のもつ施設・設備・情報・人材の地域における福祉的ニーズへの開放、貢献

③地域・町内会行事等への参加や共同企画の推進

・町内会諸行事への参画や依頼への対応。作業所まつり、夢フェスティバルの協同実施など

２．地域の障害者・家族への支援と諸要求実現に向けて

①地域の諸団体との協力・共同の推進、関係機関への働きかけ、

②「障害者生活支援センターめーぷる」の障害者自立支援活動の推進

③「もみじﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ夢トピア」による在宅障害者への介護サービスの拡充

④「短期入所事業」による在宅障害者・家族への支援の拡充

⑤訪問介護員養成研修事業や福祉講座等の実施による福祉人材の育成や貢献

⑥障害をもった児童・生徒のニーズの把握と支援体制づくり

・県立広島特別支援学校、県立北特別支援学校の放課後対策事業の継続、充実

・放課後等ディサービスの検討

Ⅲ．人材育成・職員の資質の向上

①「もみじ福祉会のめざすもの」学習とそれに沿った実践の追求

②内部研修体制の整備・充実と外部研修会の効果的な活用

・初任者研修の充実、中堅、ベテラン職員の研修システムの研究、創設



・障害者の特性や発達についての知識の修得。

・人権問題、障害者差別解消法等の学習

・作業行程の組織、仕事おこし、製品開発などに関わる知識・技能の修得

・健康づくり・生活支援・自立支援・相談支援に関わる知識・技能の修得

・福祉の制度や政策、運動についての知識・情報の学習と政策能力の形成

・施設や法人運営に関する知識・情報・ノウハウの修得と政策能力の形成

③協力専門家の拡充

④研究・運動団体との連携を通しての研修

⑤職員の組織集団としての質・力量の向上。 虐待防止対策。

Ⅵ 財政基盤の強化

①財政対策の検討と展望づくり

・各事業所ごとの、健全な経営維持あるいは改善にむけての検討

・将来構想第四期計画の中間見直しにもとづく、事業計画・資金計画の練り直し

次期将来構想計画への継承準備

社会福祉法改正に係わる資金計画の作成 (「社会福祉充実計画」の作成)

②支出削減と収益増への取り組み

・支出の節減に向けての普段の点検・努力

・諸助成金、補助金の有効な活用

⑥事業拡大に応えうる事務体制の整備

Ⅴ．もみじ福祉会運営組織及び職員の労働条件の整備

１．運営組織の整備

①社会福祉法改正に伴う評議員会・理事会の改編と活性化

②家族会との連携強化

③管理運営会議及び各運営会議(基幹会議)の体制、任務、分掌、及び連携のあり方の検討、改善

④管理的職員の任務と分掌の明確化

⑤協力専門家との連携の強化・充実

⑥人材の確保と適性配置

２．労働条件の整備

①多様化する実践及び利用者の要求に応えうる処遇の追求と、働きやすい労働条件づくりの両立

についての検討継続。

②労組も含めた、組織のあり方や労働条件についての検討。

・正職化実施後の残課題の継続協議、経営実態の点検と対応。

・一層魅力有る給与体系、職場づくりの検討、協議






























